
然別湖冬期遊漁におけるエサの使用について

然別湖には、然別湖の固有種であり、環境省レッドリスト絶滅危惧Ⅱ類（VU）に指定

されているミヤベイワナをはじめ、ニジマス、サクラマス等の魚が生息しております。

これらの魚が釣りの際に針を飲み込み死亡するリスクを下げるため、エサの使用はルア

ーにエサを付けて釣りをする場合に限ることを規則とさせていただきます。

遊漁者の皆様におかれましては、魚族資源保護のため、ご理解とご協力の程よろしく

お願いいたします。

◆エサを使用する場合（然別湖冬期遊漁レギュレーションより）

① エサを使用する場合のルアーは 1cm×4cm 以上のものとし、ルアーに直接釣り針又

はアシストフックを付けたもののみ使用可能とする。
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② ルアーにハリスを付けることは禁止する。

③ すべて返しのないシングルフックのみとする。

④ アシストフックはシングルフックのみとし、糸の長さは 1cm以内とする。
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